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大
航
海
時
代
イ
ベ
リ
ア
文
書
に
お
け
る
「
人
民
主
権
」
の
原
理
的
意
味

　
　
　

―「
近
代
法
」
再
考
の
た
め
の
「
主
権
」
の
「
抗
議
性
」
に
つ
い
て
の
覚
書

―

川　

畑　

博　

昭

は
じ
め
に

―
本
稿
の
前
提
と
し
て
の
問
題
状
況

　

い
か
に
発
達
し
た
科
学
技
術
を
以
て
し
て
も
抗
い
よ
う
の
な
い
大
規
模
な
自
然
災
害
を
経
験
し
た
日
本
だ
か
ら
こ
そ
、
人
為
的
に
修
正
す

べ
き
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
認
識
と
そ
れ
を
修
正
す
る
こ
と
の
意
味
が
、
ひ
と
き
わ
強
調
さ
れ
て
よ
い
理
由
が
あ
る
。
現
行
の
日
本
国
憲
法

は
、国
民
一
人
ひ
と
り
が
生
命
の
安
全
、平
和
、人
間
ら
し
い
暮
ら
し
、人
と
し
て
の
尊
厳
を
追
求
し
て
よ
い
権
利
を
保
障
し
て
い
る
。「
国
民
」

が
「
主
権
」
を
も
つ
国
に
お
い
て
、実
定
憲
法
上
の
権
利
侵
害
の
可
能
性
が
存
在
す
る
と
き
、人
々
の
「
怒
り
」
や
「
要
求
」
が
、直
接
的
に
は
、

選
挙
に
よ
っ
て
「
全
国
民
の
代
表
」（
日
本
国
憲
法
四
二
条
）
と
し
て
の
資
格
を
得
る
国
会
議
員
に
、
よ
り
広
く
は
、
国
家
権
力
担
当
者
に

向
け
ら
れ
る
こ
と
は
（
同
九
九
条) 1

(

）、
き
わ
め
て
正
常
な
憲
法
状
況
で
あ
る
。
最
も
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
で
の
「
国
民
主
権
」
の
理
解
を
、

日
本
国
憲
法
が
公
布
さ
れ
た
際
に
出
さ
れ
た
中
学
生
向
け
の
解
説
書
に
求
め
る
な
ら
ば
、そ
こ
に
は
、「
国
民
全
体
の
考
え
で
国
を
治
め
て
い
」

く「
国
民
が
い
ち
ば
ん
偉
い
」こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る) 2

(

。
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
災
害
と
事
故
の
実
体
験
か
ら
発
さ
れ
て
い
る
国
民
の「
怒
り
」

と「
要
求
」は
、
い
ま「
国
を
治
め
て
い
」く
な
か
で
、「
国
民
全
体
の
考
え
」と
し
て
斟
酌
さ
れ
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
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徹
底
的
に
問
い
返
さ
れ
て
よ
い
「
国
民
主
権
」
を
め
ぐ
る
憲
法
状
況
が
存
在
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
法
哲
学
者
で
あ
り
イ
エ
ズ
ス
会
神
父
で
も
あ
っ
た
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
氏
は
、
一
九
八
五
年
の
著
書
で
「
人
民
主
権
の
認
識

と
そ
の
承
認
は
、
啓
蒙
時
代
に
初
め
て
、
つ
ま
り
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
が
そ
の
勢
力
を
失
っ
て
か
ら
、
ま
た
は
宗
教
改
革
と
同
時
に
、

可
能
に
な
っ
た
と
す
る
考
え
方
は
、
現
在
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
も
む
し
ろ
日
本
で
強
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
は
引
用
者
）
と
説
き
、
同
書
の
動
機
を
「
日

本
で
の
通
説
と
も
い
え
る
考
え
方
の
正
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
」
に
あ
る
と
述
べ
て
い
た) 3

(

。
表
題
が
示
す
と
お
り
、
そ
こ
で
は
、
統
治
に
お

け
る
「
被
治
者
の
同
意
」
を
本
質
と
見
る
「
人
民
主
権
思
想
の
原
点
」
を
、
宗
教
改
革
以
後

0

0

0

0

0

0

の
「
近
代
」
に
で
は
な
く
、
中
世
ス
コ
ラ
哲
学

の
時
代
に
ま
で
遡
っ
て
定
位
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。
日
本
の
議
論
を
相
対
化
す
る
問
題
提
起
は
、
ス
ペ
イ
ン
出
身
者
で
あ
る
著
者

な
ら
で
は
の
《
外
か
ら
の
視
点
》
に
よ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
も
、
日
本
の
憲
法
学
界
で
は
、
決
し
て
か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
と
は
言
え
な
い) 4

(

こ
の
著
書
を
、
い
ま
0

0

引
き
合
い
に
出
す
の
は
、
原
発
問
題
や
在
沖
米
軍
基
地
問
題
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
「
人
々
の

抵
抗
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
れ
が
「
国
民
的
抵
抗
」
の
思
想
と
運
動
へ
と
昇
華
し
に
く
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、む
し
ろ
国
家
権
力
担
当
者
が
、

「
国
家
の
論
理
」
に
よ
っ
て
「
下
か
ら
の
抵
抗
」
に
「
上
か
ら
抵
抗
」
す
る
か
の
ご
と
き
日
本
の
政
治
状
況
ゆ
え
で
あ
る
。
こ
の
現
実
は
我
々

に
対
し
て
、
ヨ
ン
パ
ル
ト
氏
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
も
む
し
ろ
日
本
で
強
い
」
と
強
調
し
て
い
た
「
人
民
主
権
」
に
関
す
る
日
本
流

0

0

0

「
国
民

主
権
」
論0

を
、
い
ま
一
度
再
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る) 5

(

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
実
定
憲
法
上
の
変
更
は
お
こ

な
わ
れ
な
が
ら
も
、近
代
法
の
歴
史
に
お
い
て
は
対
抗
的
関
係
と
し
て
存
在
し
た
二
つ
の
主
権
主
体

―
「
天
皇
」
と
「
国
民
」
―
を
「
共

存
」
さ
せ
た
現
行
憲
法
の
「
原
理
的
矛
盾
」
に
対
し
て
、「
解
釈
論
的
調
和
」
を
図
っ
て
き
た
日
本
の
学
界
状
況
が
想
起
さ
れ
て
よ
い) 6

(

。
い

ま
必
要
な
理
論
的
課
題
は
、「
国
民
」
の
概
念
規
定
を
め
ぐ
る
議
論
よ
り
は) 7

(

、
主
権
の
原
意
と
し
て
の
「
抗
議
性
」
の
「
復
権
」
を
は
か
る

こ
と
で
あ
ろ
う) 8

(

。
そ
れ
は
、
本
稿
が
、
宗
教
改
革
以
前
0

0

に
存
在
し
て
い
た
は
ず
の
主
権
の
原
意
が
「
近
代
」
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ヨ
ン
パ
ル
ト
氏
の
問
題
意
識
を
共
有
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
の
た
め
の
予
備
的
作
業
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
前
近
代
の
い
わ
ゆ
る
「
大
航
海
時
代
」
の
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
イ
ベ
リ
ア
諸
国

に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
文
書
を
手
が
か
り
に
、
現
在
の
問
題
に
立
脚
し
つ
つ
、
視
点
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。
も
と
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よ
り
、
事
が
近
代
法
の
「
再
考
」
に
ま
で
及
ば
ず
に
は
い
な
い
こ
う
し
た
方
法
に
つ
い
て
、
そ
の
迂
遠
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
問
題
設
定

と
検
討
素
材
と
の
間
の
適
合
性
に
関
す
る
批
判
は
あ
ろ
う
。
本
稿
が
な
お
も
「
覚
書
」
に
と
ど
ま
る
所
以
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、

こ
う
し
た
問
題
設
定
に
こ
だ
わ
る
の
に
は
、「
前
近
代
」
に
生
じ
た
イ
ベ
リ
ア
諸
国
と
の
「
接
触
」
に
際
し
て
、「
全
地
域
・
全
身
分
」
を
貫

通
し
て
規
制
す
る
「
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
」
に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
統
治
権
力
の
側
か
ら
の
「
峻
拒
」
に
対
し
て
、
当
時
の

日
本
の
人
々

0

0

0

0

0

が
徹
底
し
て
見
せ
た「
抵
抗
の
姿
勢
」に
あ
る) 9

(

。
そ
こ
で
以
下
で
は
、第
一
に
、「
人
民
主
権
」原
理
か
ら
さ
し
示
さ
れ
る

―「
近

代
」
と
「
前
近
代
」
の

―
二
つ
の
時
代
の
「
西
洋
と
の
接
触
」
の
意
味
を
確
認
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
完
全
に
異
な
る
文
化
の
「
接

触
」
で
あ
る
以
上
、一
方
の
接
触
に
お
い
て
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
法
制
度
上
の
影
響
を
否
定
し
（
前
近
代
）、他
方
で
は
そ
れ
を
強
調
す
る
（
近

代
）
歴
史
認
識
の
方
法
で
は
、
日
本
に
お
け
る
「
国
民
主
権
」
を
実
質
的
に
描
く
展
望
を
説
得
的
に
は
得
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
観
点
に
立
っ
て
、
第
二
に
、
ま
ず
は
「
近
代
日
本
」
に
お
け
る
南
米
ペ
ル
ー)10

(

へ
の
日
本
人
移
民
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
大
日
本
帝
国
当
時

の
「
天
皇
主
権
」
が
「
流
出
」
し
、
現
地
の
国
家
統
治
制
度
と
「
接
触
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
変
容
を
考
え
て
み
た
い
。
同
様
の
観

点
を
維
持
し
つ
つ
、
さ
ら
に
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
に
、
戦
国
時
代
か
ら
近
世
に
わ
た
る
「
大
航
海
時
代
の
日
本
」
に

お
い
て
、
経
路
と
し
て
の
「
太
平
洋
」
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
イ
ベ
リ
ア
諸
国
を
中
心
と
す
る
「
西
洋
」
か
ら
「
人
民
主
権
」
が
「
流
出
」

し
た
可
能
性
を
探
る)11

(

。
す
で
に
言
及
し
た
徹
底
し
た
禁
教
政
策
を
も
た
ら
す
主
因
と
し
て
の
「
キ
リ
シ
タ
ン
殉
教
」
や
「
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
」

の
「
抵
抗
の
姿
勢
」
は
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
好
個
の
素
材
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
最
後
に
、
日
本
に
お
け
る
キ
リ

ス
ト
教
の
「
布
教
」
の
な
か
に
、
実
は
「
主
権
」
の
「
抗
議
性
」
が
「
抵
抗
の
姿
勢
」
と
し
て
具
現
化
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
仮
説
的
に
提

示
し
、
今
後
の
研
究
の
方
向
性
と
課
題
を
描
い
て
み
た
い
。
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一　
「
人
民
主
権
」
原
理
が
さ
し
示
す
二
つ
の
時
代
―
「
近
代
」
と
「
前
近
代
」

（
一
）「
近
代
」
と
「
前
近
代
」
に
お
け
る
「
実
質
的
憲
法
」
の
存
在
可
能
性

　

近
代
的
な
意
味
で
の
憲
法
は
「
主
権
国
家
」
の
成
立
を
前
提
と
し
、
こ
れ
を
基
礎
単
位
と
し
て
存
在
す
る
以
上
、
当
該
国
家
の
「
現
在
の

憲
法
問
題
」
が
「
国
内
の
視
点
」
に
強
く
規
定
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
同
時
に
、
し
か
し
、
日
本
に
と
っ
て
は
「
人
民
主
権
」
が
歴
史

的
概
念
で
あ
り
「
外
来
品
」
で
も
あ
る
以
上
、
日
本
に
お
け
る
「
現
在
」
の
「
主
権
」
状
況
を
相
対
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
時
間
軸
と

し
て
の
「
歴
史
的
文
脈
」
と
空
間
軸
と
し
て
の
「
比
較
の
視
点
」
は
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
国
の
憲
法
の
問
題
を
、
い
っ
た
ん
は
国

「
外
」
に
出
し
て
眺
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
、「
主
権
国
家
ご
と
」
の
憲
法
に
関
す
る
「
独
自
の
歴
史
」
が
浮
か
び
上
が
る
も
の
の
、
同
時
に
こ
の
歴
史
自
体
、

日
本
の
場
合
に
は
「
外
」
と
の
関
わ
り
に
な
し
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
日
本
が
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
な
憲
法
の
条
文
や
制
度
を

も
つ
の
は
幕
末
の
「
近
代
化
」
以
後
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
日
本
に
は
、
一
八
八
九
年
の
大
日
本
帝
国
憲
法
と
一
九
四
六
年
の
日
本
国

憲
法
の
二
つ
に
よ
っ
て
、「
近
代
憲
法
の
空
間
」
が
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る)12

(

。
こ
れ
は
「
近
代
法
文
化
圏
」
そ
の

も
の
で
あ
っ
て
、
不
平
等
条
約
の
改
正
や
大
日
本
帝
国
憲
法
の
制
定
を
果
た
し
た
「
近
代
日
本
」
は
、
こ
こ
で
「
近
代
の

0

0

0

西
洋
」
と
の
「
接

触
」
を
果
た
す
と
同
時
に
、
実
定
法
上
は
「
前
近
代
の

0

0

0

0

日
本
」
と
「
断
絶
」
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る)13

(

。

　

し
か
し
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
戦
国
時
代
か
ら
近
世
初
期
に
さ
し
か
か
る
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
、
キ
リ
ス
ト
教
布
教

や
南
蛮
貿
易
に
よ
っ
て
、
日
本
は
す
で
に
、「
南
蛮
文
化
」
な
る
「
前
近
代
の

0

0

0

0

西
洋
」
と
の
「
接
触
」
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
日
本

が
歴
史
上
「
最
初
に
」
接
し
た
「
西
洋
文
化
」
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
「
西
洋
」
は
、
ス
ペ
イ
ン
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
代
表
さ
れ
る
南
蛮
勢
力

が
航
海
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
世
界
を
席
巻
し
た
「
大
航
海
時
代
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
、
こ
と
さ
ら
こ
こ
で
繰
り
返
す
必
要
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も
あ
る
ま
い)14

(

。

　

三
〇
〇
年
近
く
の
日
本
の
歴
史
の
期
間
を
世
界
史
の
次
元
で
見
れ
ば
、「
二
つ
の
時
代
の
西
洋
」
と
の
「
接
触
」
の
間
に
は
、
前
者
（
大

航
海
時
代
）
が
後
者
（
近
代
化
）
の
物
質
的
基
盤
を
提
供
し
形
成
し
た
関
係
性
が
存
在
す
る)15

(

。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
時
代
を
対
置
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
前
近
代
」
の
日
本
に
お
け
る
実
質
的
な
意
味

0

0

0

0

0

0

で
の
「
憲
法
」
を
成
す
制
度
や
思
想
の
存
在
を
照
射
で
き
る
可
能
性
が
開

け
て
く
る
。

（
二
）
比
較
史
が
明
か
す
国
家
形
態
と
統
治
形
態
の
日
本
的
態
様

　

一
八
八
九
年
の
大
日
本
帝
国
憲
法
と
一
九
四
六
年
の
日
本
国
憲
法
が
つ
く
る
近
代
日
本
の
二
つ
の
憲
法
の
歴
史
は
、「
主
権
」
の
主
体
性

が
被
治
者
と
し
て
の
「
民
」
に
見
出
さ
れ
る
ま
で
に
、
克
服
す
べ
き
対
抗
物
と
し
て
の
君
主
制
統
治
が
存
在
し
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い

る
。
大
日
本
帝
国
憲
法
で
「
統
治
権
の
総
攬
者
」
と
し
て
主
権
主
体
と
さ
れ
、現
在
も
「
日
本
国
」
お
よ
び
「
日
本
国
民
統
合
」
の
「
象
徴
」

で
あ
る
天
皇
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、「
主
権
」
概
念
そ
の
も
の
が
「
西
洋
」
の
所
産
で
あ
り
、
す
で
に
大
航
海
時
代
に
そ
の
萌
芽
が
存
在
し

た
の
だ
と
す
れ
ば)16

(

、
近
代
に
お
い
て
実
定
憲
法
化
さ
れ
る
「
国
民
主
権
」
に
つ
な
が
る
主
権
思
想
は
、
実
は
、
日
本
の
戦
国
か
ら
近
世
初
期

に
か
け
て
の
「
前
近
代
」
の
時
代
に
、
す
で
に
日
本
に
入
り
込
み
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
も
荒
唐
無
稽
と
ば
か
り
は
言
え

な
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
を
考
え
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、今
の
日
本
の
主
権
状
況
に
関
連
し
た
二
つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
、

現
在
、
八
〇
％
以
上
の
国
民
が
「
国
民
主
権
」
の
下
で
存
在
す
る
「
特
別
な
身
分
」
の
「
天
皇
・
皇
室
」
存
在
や
そ
の
活
動
、
要
す
る
に
「
象

徴
天
皇
制
」
を
「
平
和
や
親
睦
の
イ
メ
ー
ジ
」
で
「
支
持
」
し
て
い
る
点
で
あ
る)17

(

。
象
徴
と
し
て
の
天
皇
の
地
位
は
「
主
権
の
存
す
る
日
本

国
民
の
総
意
に
基
づ
く
」
と
規
定
す
る
現
行
憲
法
（
第
一
条
）
か
ら
す
れ
ば
、
と
り
た
て
て
問
題
視
す
る
必
要
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
世
論
調
査
が
示
す
こ
の
数
値
に
「
国
民
の
総0

意
」
と
見
な
せ
る
ほ
ど
の
正
当
性
が
あ
る
な
ら
と
も
か
く
、「
国
民
主
権
」
の
実
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質
化
の
た
め
に
、
そ
の
対
抗
物
と
し
て
の
君
主
制
の
「
克
服
」
が
不
可
欠
で
あ
る
側
面
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
主
権
者
国
民
を
超

え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
「
特
別
な
身
分
」
を

―
ま
し
て
や
そ
れ
へ
の
「
期
待
」
な
ど

―
易
々
と
容
認
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
最
近
の
国
内
や
国
際
政
治
状
況
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
反
原
発
や
米
軍
基
地
問
題
、
さ
ら
に
は
最
近
の
近
隣
諸
国

と
の
領
土
問
題
な
ど
、「
国
政
」
が
内
外
の
国
家
レ
ベ
ル
で
の
事
態
に
有
効
に
対
処
し
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
国
民
の
「
苛
立
ち
」
の
感
覚

と
そ
の
帰
結
と
し
て
の
極
端
な
投
票
結
果
、
そ
し
て
そ
れ
と
表
裏
を
成
す
地
方
政
治
に
見
ら
れ
る
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」
へ
の
「
期
待
」
で

あ
る
。
こ
れ
を
憲
法
論
と
し
て
布
置
す
れ
ば
、
前
者
は
日
本
を
静
態
的

0

0

0

に
貫
く
君
主
制
か
共
和
制
か
の
国
家
形
態
の
問
題
を
、
後
者
は
そ
れ

を
通
奏
低
音
と
し
つ
つ
、
議
院
内
閣
制
か
大
統
領
制
か
に
関
わ
る
統
治
形
態
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
時
ど
き
の
政
治
動
向
に
左
右
さ
れ
る
動0

態
的
0

0

側
面
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
比
較
の
視
座
か
ら
「
近
代
法
文
化
圏
」
の
歴
史
的
所
産
と
し
て
の
「
人
民
主
権
」
の
伝
播
の
可
能
性
を
考
え
る
際
、
イ
ベ
リ

ア
勢
力
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
状
況
に
徴
す
れ
ば
、「
経
路
」と
し
て
の《
環
太
平
洋
》の
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二
度
に
わ
た
る
「
西
洋
と
の
接
触
」
に
お
け
る
日
本
の
経
験
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ン
ド
洋
や
東
シ
ナ
海
は
も
と
よ
り
、
太
平
洋
も
含
め
、「
海
」

の
存
在
は
不
可
欠
だ
っ
た
。
ま
さ
に
「
大
航
海
」
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
近
代
に
お
け
る
「
移
民
」
の
歴
史
を
も
射
程
に
入
れ
れ
ば
、
そ
の

重
要
性
は
い
っ
そ
う
明
白
だ
ろ
う
。

二　

近
代
に
お
け
る
「
天
皇
主
権
」
の
「
流
出
」―
南
米
ペ
ル
ー
日
系
社
会
に
お
け
る
主
権
の
「
変
容
」

（
一
）
日
本
と
イ
ベ
リ
ア
の
「
再
会
の
地
」
と
し
て
の
ペ
ル
ー

　

ペ
ル
ー
は
三
〇
〇
年
に
わ
た
る
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
植
民
地
支
配
を
経
て
、
一
八
二
一
年
に
「
共
和
制
」
の
国
家
形
態
を
選
択
し
、
独
立
を
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宣
言
す
る
。
こ
の
選
択
は
、
植
民
地
時
代
の
ス
ペ
イ
ン
君
主
制
か
ら
の
決
別

0

0

0

0

0

0

0

0

と
、「
ペ
ル
ー
共
和
国
」
の
憲
法
制
定
に
よ
っ
て
、
共
和
国
の

0

0

0

0

大
統
領
を
中
心

0

0

0

0

0

0

と
す
る
国
づ
く
り
の
道
を
意
味
し
た）

18
（

。
し
か
し
実
は
、
独
立
を
許
し
た
ス
ペ
イ
ン
も
ま
た
、
近
代
憲
法
を
も
つ
国
家
と
し
て

の
始
動
は
こ
の
時
期
で
あ
り
、
宗
主
国
と
植
民
地
国
の
い
ず
れ
も
、
近
代
国
家
建
設
と
い
う
意
味
で
は
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
こ
う

し
て
、
ペ
ル
ー
も
「
共
和
国
憲
法
」
の
制
定
に
よ
っ
て
「
近
代
法
文
化
圏
」
へ
と
組
み
込
ま
れ
て
い
く
が
、「
共
和
国
大
統
領
制
」
と
は
規

範
的
に
、「
君
主
の
不
在
」
と
そ
れ
ゆ
え
の
世
襲
制
の
否
定
に
よ
っ
て
、
平
等
な
市
民
の
間
で
の
「
統
治
者
の
交
替
」
の
基
本
を
確
保
す
る

体
制
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
大
統
領
の
任
期
を
実
質
的
に
無
効
と
す
る
が
ご
と
き
「
再
選
」
や
ク
ー
デ
タ
な
ど
の
政
変
に
よ
っ
て
、

し
ば
し
ば
世
襲
に
よ
る
「
無
冠
の
君
主
」
と
類
似
の
状
況
を
生
み
出
し
、「
独
立
」
の
名
の
下
に
植
民
地
時
代
か
ら
の
社
会
階
層
を
基
に
し

た
格
差
は
残
存
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
国
で
は
「
共
和
制
」
が
追
求
さ
れ
る
べ
き
規
範
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
続
け
て

き
た
の
で
あ
る
。

　

南
米
に
植
民
地
を
建
設
し
て
い
た
イ
ベ
リ
ア
諸
国
は
イ
ン
ド
や
中
国
、
さ
ら
に
は
日
本
に
も
到
着
し
、
今
日
、
我
々
が
「
南
蛮
文
化
」
と

し
て
了
解
す
る
歴
史
の
痕
跡
を
残
す
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
三
〇
〇
年
間
の
ペ
ル
ー
支
配
の
最
初
と
最
後
を
除
く
一
〇
〇
年
間
に
当
た

る
。
そ
れ
か
ら
三
〇
〇
年
以
上
を
経
て
、
七
九
〇
名
を
乗
せ
た
移
民
船
『
佐
倉
丸
』
が
太
平
洋
を
横
断
し
、
日
本
人
に
よ
る
ペ
ル
ー
へ
の
移

民
が
開
始
さ
れ
る
の
は
一
八
九
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
日
本
人
が
遭
遇
し
た
の
は
、「
共
和
制
」
の
国
づ
く
り
が
開
始
さ
れ
て
か

ら
八
〇
年
近
く
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
つ
て
の
「
イ
ベ
リ
ア
植
民
地
」
と
し
て
の
ペ
ル
ー
で
あ
り
、
日
本
と
イ
ベ
リ
ア
の
「
再
会
の

地
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
ペ
ル
ー
も
日
本
も
「
近
代
法
文
化
圏
」
に
属
す
る
国
家
統
治
体
制
を
選
択
し
て
は
い
た
も
の
の
、
興
味
深
い

の
は
、「
立
憲
君
主
制
」
の
大
日
本
帝
国
「
臣
民
」
が
「
共
和
制
」
の
下
で
の
「
大
統
領
統
治
」
と
の
「
接
触
」
に
よ
っ
て
生
み
出
し
た
「
化

学
反
応
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
同
じ
「
近
代
法
文
化
圏
」
に
分
類
さ
れ
る
制
度
を
有
し
な
が
ら
、
異
な
る
歴
史
と
社
会
構
成
を

も
つ
「
異
文
化
接
触
」
そ
の
も
の
の
事
例
で
あ
る
。
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（
二
）
ペ
ル
ー
に
お
け
る
「
天
皇
制
の
外
延
」
と
「
血
」
か
ら
「
地
」
へ
の
共
和
制
的
転
換

　

当
時
の
日
本
は
、万
世
一
系
か
つ
神
聖
不
可
侵
の
天
皇
を
統
治
権
の
総
攬
者
と
す
る「
立
憲
君
主
制
」で
あ
っ
て
、そ
の
下
で
の「
帝
国
臣
民
」

が
太
平
洋
を
渡
る
こ
と
は
、
立
憲
君
主
制
の
大
日
本
帝
国
の
一
部
が
越
境
し
、「
近
代
法
文
化
圏
」
内
で
の
異
な
る
歴
史
社
会
を
抱
え
る
「
共

和
制
」
ペ
ル
ー
に
「
遭
遇
」
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
比
喩
的
に
は
、「
臣
民
」
に
よ
っ
て
「
天
皇
制
が
運
搬
」
さ
れ
、「
共
和
制
」
内
に
「
天

皇
制
の
外
延
」
が
形
成
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
。
こ
の
「
外
延
」
は
、
し
か
し
、
日
本
の
第
二
次
世
界
大
戦
を
基
軸
と
す
る
《
戦
前
》、《
戦

中
》、《
戦
後
》
で
大
き
く
変
容
す
る
こ
と
に
な
る
。
戦
前
に
移
民
し
た
人
々
は
ほ
ぼ
す
べ
て
が
衣
錦
帰
郷
を
前
提
と
し
て
い
た
だ
け
に
、
ペ

ル
ー
で
「
日
本
人
社
会
」
を
形
成
し
、
同
族
結
婚
や
日
本
語
教
育
、
そ
し
て
教
育
勅
語
の
暗
唱
や
修
身
な
ど
を
典
型
と
す
る
日
本
型
教
育
を

懸
命
に
維
持
し
よ
う
と
し
た
。
非
常
に
閉
鎖
的
な
性
格
を
も
っ
た
社
会
を
形
成
し
て
い
た
と
言
え
る
が
、
経
済
的
に
は
、
大
農
園
の
小
作
農

的
立
場
か
ら
次
第
に
自
立
し
、
雑
貨
店
や
理
髪
店
な
ど
を
経
営
し
、
次
第
に
社
会
的
上
昇
を
果
た
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
に
大
き
な
変
容
を

強
い
る
の
が
、第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
で
あ
っ
た
。
ペ
ル
ー
は
ア
メ
リ
カ
に
次
い
で
日
本
に
宣
戦
布
告
し
た
国
で
あ
っ
た
が
、そ
れ
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ま
で
の
ペ
ル
ー
在
住
の
日
本
人
は
い
っ
き
に
「
敵
国
民
」
へ
と
暗
転
し
た
。
日
本
人
社
会
の
指
導
者
た
ち
は
す
べ
て
北
米
の
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
強
制
収
容
所
へ
送
還
さ
れ
、
日
本
人
学
校
は
閉
鎖
さ
れ
た
う
え
、
日
本
語
も
禁
止
さ
れ
、
大
規
模
な
排
日
運
動
ま
で
起
き

た）
19
（

。
こ
の
時
期
は
、
帝
国
臣
民
と
し
て
の
日
本
人
社
会
の
「
苦
難
の
時
代
」
で
あ
り
、
日
本
人
と
そ
の
子
孫
た
る
日
系
人
た
ち
は
、
ペ
ル
ー

社
会
で
公
式
に
は
ス
ペ
イ
ン
語
し
か
使
わ
ず
に
、
ひ
っ
そ
り
と
終
戦
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
よ
っ
て
日
本
の
敗

戦
を
迎
え
、
日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
始
ま
る
「
戦
後
」
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
ペ
ル
ー
の
「
日
本
人
社
会
」
は
帰
国
の
夢
を
諦
め
、
現
地

社
会
に
同
化
あ
る
い
は
定
住
化
す
る
傾
向
を
見
せ
始
め
る
。
日
本
人
移
民
の
子
ど
も
た
ち
が
成
人
し
、
現
地
社
会
に
交
わ
り
、
政
界
や
財
界

へ
と
進
出
し
て
い
く
時
代
で
あ
り
、
こ
の
時
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
「
日
本
人
社
会
」
は
「
ペ
ル
ー
共
和
国
市
民
」
と
し
て
の
「
日
系
人
社
会
」

へ
と
変
容
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
を
経
た
「
日
系
人
社
会
」
は
、も
は
や
天
皇
の
「
臣
民
」
で
は
あ
り
え
ず
、血
統
的
に
は
「
日

本
人
」で
あ
っ
て
も
、精
神
的
に
は
そ
の
地
に
生
ま
れ
た
者
で
構
成
さ
れ
る「
共
和
国
市
民
」の
意
識
へ
と
、そ
の
統
治
感
覚
は
変
容
し
て
い
っ
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た
。「
血
」
か
ら
「
地
」
へ
の
共
和
制
的
転
換
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
「
共
和
制
」
の
特
質
か
ら
す
れ
ば
、「
共
和
国
市
民
」
と
は
世
襲
に
よ

る
統
治
者
を
認
め
ず
、
市
民
の
中
か
ら
国
を
治
め
る
代
表
者
を
選
出
す
る
意
識
を
持
つ
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
た
と
え
ば
、
一
九
九
〇

年
に
ペ
ル
ー
で
誕
生
し
た
「
世
界
初

0

0

0

の
日
系
人
大
統
領
」
で
あ
る
ア
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ジ
モ
リ
氏
に
対
し
て
、
日
本
側
は
、「
日
系
人
」
で
あ

る
が
ゆ
え
に
通
常
の
国
賓
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
厚
遇
を
与
え
る
が
、
こ
れ
は
「
日
本
側
の
意
識
」
で
あ
っ
た
。
憲
法
の
歴
史
的
文

脈
か
ら
見
れ
ば
、
彼
自
身
は
そ
の
こ
と
を
充
分
に
理
解
し
た
「
共
和
国
日
系
市
民
」
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
一
つ
の
逆
説
的
な

対
照
性
で
あ
る
。
日
本
は
敗
戦
に
よ
っ
て
初
め
て

0

0

0

「
国
民
主
権
」
を
掲
げ
る
日
本
国
憲
法
を
も
つ
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
主
権
者
と
は
「
異

な
る
身
分
」
の
天
皇
や
皇
室
を
併
存
さ
せ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に

0

0

0

0

0

、
や
っ
と
手
に
し
た
主
権
者
と
し
て
の
至
高
の
地
位
を
実
感
し
体
感
す
る
統
治

感
覚
を
我
が
も
の
に
す
る
こ
と
に
呻
吟
し
続
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
血
統
的
に
は
日
本
人
で
あ
る
日
系
ペ
ル
ー
人
た
ち
は
、
本
来
は
日
本

の
憲
法
が
予
定
し
て
い
る
は
ず
の
「
主
権
者
」
と
し
て
の
意
識
や
感
覚
を
、
君
主
制
の
日
本
に
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
体
得

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
、
と

い
う
逆
説
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
日
本
の
憲
法
状
況
を
「
外
」
か
ら
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
比
較
法
上
の
視
座
が
あ
る
。

三　

大
航
海
イ
ベ
リ
ア
世
界
か
ら
の
「
人
民
主
権
」
思
想
の
「
伝
播
」
可
能
性
―
経
路
と
し
て
の
《
環
太
平
洋
》

（
一
）「
太
平
洋
」
が
つ
な
い
だ
大
航
海
時
代
の
日
本
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

　

日
本
に
南
蛮
人
が
や
っ
て
く
る
大
航
海
時
代
に
は
、「
大
航
海
」
が
可
能
と
な
っ
た
が
ゆ
え
に
、
日
本
人
も
ま
た
「
大
航
海
」
の
経
験
を

し
て
い
た
史
実
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ペ
ル
ー
や
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
残
さ
れ
て
い
る
史
料
か
ら
、
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て

の
時
期
に
、
ペ
ル
ー
に
は
す
で
に
複
数
の
日
本
人
が
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
ま
ず
、
一
五
九
六
年
に
は
、「
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ハ
ポ

ン
（Francisco Japón

）
20
（

）」
と
呼
ば
れ
た
日
本
人
の
奴
隷
が
い
た
。
一
一
年
後
の
一
六
〇
七
年
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
ニ
ラ
か
ら
メ
キ
シ
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コ
の
ア
カ
プ
ル
コ
経
由
で
現
在
の
ペ
ル
ー
の
首
都
リ
マ
に
到
着
し
、
こ
こ
に
在
住
し
て
い
た
日
本
人
の
記
録
も
存
在
す
る
。
一
六
一
一
年

に
は
「〝
ハ
ポ
ン
〞・
ミ
ゲ
ル
・
デ
・
シ
ル
バ
（“japón” M

iguel de Silva

）」
と
い
う
名
の
労
働
者
が
、
ペ
ル
ー
の
首
都
リ
マ
に
あ
る
大
統

領
官
邸
裏
の
ピ
エ
ド
ゥ
ラ
橋
建
設
工
事
に
、
中
国
人
の
奴
隷
や
他
の
日
本
人
と
と
も
に
従
事
し
て
い
た
と
書
き
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

一
六
一
三
年
に
は
二
〇
名
の
日
本
人
に
対
す
る
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
四
名
の
既
婚
女
性
と
七
名
の
未
婚
女
性
に
加
え
、
九
名
の
男
性
の
う

ち
既
婚
者
と
未
婚
者
が
そ
れ
ぞ
れ
四
名
ず
つ
お
り
、
一
名
の
少
年
が
い
た
と
い
う）

21
（

。「
大
航
海
時
代
」
の
名
に
相
応
し
い
近
代
日
本
の
移
民

の
先
駆
け
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
太
平
洋
を
渡
っ
て
日
本
に
や
っ
て
来
た
イ
ベ
リ
ア
人
の
存
在
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
依
然
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
部
分
は
少
な
く
な
い
が
、
一
六
〇
九
年
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
現
在
の
メ
キ
シ
コ
に
あ
た
る
当
時
の
ヌ
エ
バ
・
エ
ス
パ
ー
ニ
ャ
（
新
た
な
ス

ペ
イ
ン
）
と
よ
ば
れ
て
い
た
場
所
と
の
間
を
往
来
し
て
い
た
ス
ペ
イ
ン
の
ガ
レ
オ
ン
船
サ
ン
・
フ
ェ
リ
ペ
号
が
遭
難
し
、
船
長
の
ロ
ド
リ
ゴ
・

デ
・
ビ
ベ
ロ
（R

odrigo D
e V

ivero

）
と
称
す
る
人
物
を
は
じ
め
多
く
の
船
員
た
ち
が
、上
総
国
（K

azusa

）（
現
在
の
千
葉
県
夷
隅
郡
御
宿
町
）

に
打
ち
上
げ
ら
れ
、
同
地
の
海
女
た
ち
に
救
命
さ
れ
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る）

22
（

。

（
二
）「
近
代
」
形
成
の
基
盤
と
し
て
の
大
航
海
時
代

―
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
化

　

コ
ロ
ン
ブ
ス
に
よ
る
一
四
九
二
年
の
新
大
陸
発
見
に
よ
っ
て
、
イ
ベ
リ
ア
諸
国
は
植
民
地
支
配
を
通
じ
て
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民

イ
ン
デ
ィ
オ
を
奴
隷
化
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
大
量
に
も
た
ら
さ
れ
た
金
銀
に
よ
る
価
格
革
命
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
れ
は
、
精
神
的
に
は
宗

教
改
革
に
よ
っ
て
、
物
質
的
に
は
産
業
革
命
に
よ
る
大
幅
な
技
術
革
新
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
る
「
中
世
か
ら
の
決
別
」

へ
と
接
続
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
物
質
的
精
神
的
基
盤
を
形
成
し
た
の
が
イ
ベ
リ
ア
諸
国
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
「
大
航
海

時
代
」
で
あ
り
、
イ
ベ
リ
ア
勢
力
衰
退
後
の
イ
ギ
リ
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
の
台
頭
は
こ
の
基
盤
の
上
に
存
在
す
る
。

　

こ
う
し
た
認
識
を
前
提
と
し
て
、
当
時
の
宗
主
国
ス
ペ
イ
ン
と
植
民
地
ペ
ル
ー
と
の
関
係
に
目
を
転
じ
て
み
た
い
。
こ
の
点
で
あ
ら
た
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め
て
想
起
さ
れ
て
よ
い
の
が
、
本
稿
の
冒
頭
で
引
い
た
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
氏
に
よ
る
仕
事
で
あ
る
。
同
書
の
副
題

―
「
ス
ア
レ
ス
の
契

約
論
を
中
心
と
し
て
」

―
が
示
す
通
り
、
そ
こ
で
の
主
眼
は
、
ス
ペ
イ
ン
人
国
際
法
学
者
と
し
て
高
名
な
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ス
ア
レ
ス

（Francisco Suárez

）
の
思
想
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
む
し
ろ
ス
ア
レ
ス
と
同
時
代
の
人
民

主
権
論
者
た
ち
の
主
張
で
あ
る
。
当
時
の
イ
ベ
リ
ア
（
ス
ペ
イ
ン
）
で
は
多
く
の
場
合
、
法
学
や
神
学
、
時
に
は
両
学
問
の
素
養
を
兼
備
し

て
い
た
宣
教
師
た
ち
の
間
に
、
す
で
に
「
人
民
主
権
」
の
思
想
が
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る）

23
（

。
彼
ら
が
主
張
し
た
人
民
主
権
論
に
通
底
す
る

思
想
的
特
徴
は
、
次
の
二
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
君
主
（
国
王
）
は
統
治
を
お
こ
な
う
に
際
し
て
「
被
治
者
の

0

0

0

0

同
意
0

0

」
を
必
要
と
し
、
そ
の
限
り
で
の
「
治
者
と
被
治
者
の
同
一
性
」
の
理
念
が
追
求
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

第
二
は
、
君
主
の
統
治
が
絶
対
無
制
約
な
も
の
で
は
な
く
、
神
の
法
に
よ
る
制
限

0

0

0

0

0

0

0

0

を
受
け
る
と
す
る
論
理
で
あ
る
。
こ
の
制
限
に
加
え
て
、

君
主
と
一
般
民
衆
た
る
人
民
の
間
に
、
植
民
地
で
大
農
園
主
（E

ncom
endero

）
と
し
て
、
多
く
の
先
住
民
（
イ
ン
デ
ィ
オ
）
を
奴
隷
と
し

て
抱
え
て
い
た
中
間
勢
力
の
存
在
が
、
王
権
を
制
限
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
た
点
も
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
複
合
的
に
関
連
し

合
う
側
面
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
の
要
諦
は
、
君
主
の
統
治
に
対
す
る
人
々
の
承
認
や
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
人
々
に

よ
る
「
統
治
権
力
へ
の
抵
抗
」
を
予
定
し
て
い
る
と
解
す
る
論
理
的
可
能
性
が
排
除
さ
れ
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
宣
教
師
の
な
か
で
も
、
植

民
地
に
お
け
る
先
住
民
イ
ン
デ
ィ
オ
の
奴
隷
化
に
強
く
反
対
し
、ス
ペ
イ
ン
人
同
胞
た
ち
の
悪
行
を
国
王
に
告
発
し
た
宣
教
師
バ
ル
ト
ロ
メ
・

デ
・
ラ
ス
・
カ
サ
ス
は
異
彩
を
放
つ
存
在
で
あ
る
。
彼
は
、
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
に
象
徴
さ
れ
る
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
を
代
表
す
る
思
想
的
潮
流

の
な
か
で
、カ
ト
リ
ッ
ク
的
人
間
観
か
ら
同
胞
の
イ
ン
デ
ィ
オ
に
対
す
る
「
非
人
間
的
処
遇
」
を
目
の
当
た
り
に
し
、そ
の
こ
と
に
よ
る
「
真

の
人
間
性
の
救
済
」
を
発
見
す
る
逆
説
の
な
か
か
ら
、
統
治
権
力
に
お
け
る
「
人
民
主
権
」
の
意
義
を
主
張
し
て
い
た
。
な
お
研
究
を
深
め

る
べ
き
点
が
充
溢
し
て
い
る
こ
と
は
自
覚
し
つ
つ
、「
近
代
」
の
基
盤
形
成
の
役
割
を
担
っ
た
「
大
航
海
時
代
」
を
人
民
主
権
原
理
の
観
点

か
ら
見
つ
め
直
せ
ば
、「
異
文
化
間
の
接
触
」
ゆ
え
に
、
同
じ
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
が
他
方
を
虐
げ
る
人
類
史
の
悲
劇
と
同
時
に
、

そ
こ
で
の
人
間
の
蛮
行
が
「
真
の
人
間
性
」
の
発
見
を
可
能
に
す
る
と
い
う
矛
盾
態
と
し
て
の
人
類
史
が
立
ち
現
れ
る
。
統
治
権
力
と
人
民

主
権
を
め
ぐ
る
問
題
の
本
質
は
、
こ
う
し
た
対
抗
関
係
の
歴
史

0

0

0

0

0

0

0

の
な
か
か
ら
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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む
す
び
に
か
え
て
―
今
後
の
課
題
と
し
て
の
仮
説

　

如
上
の
点
か
ら
、
以
下
で
は
、
大
航
海
時
代
の
イ
ベ
リ
ア
文
書
に
潜
在
す
る
と
思
わ
れ
る
人
民
主
権
原
理
の
「
原
意
」
に
関
わ
っ
て
、
い

く
つ
か
の
仮
説
を
今
後
の
課
題
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。
第
一
が
、
こ
の
時
代
を
特
徴
づ
け
た
「
大
航
海
」
が
人
民
主
権
の
「
思
想
」

を
日
本
に
運
搬
し
伝
播
さ
せ
た
可
能
性
で
あ
り
、
第
二
に
述
べ
る
南
蛮
人
宣
教
師
た
ち
に
見
ら
れ
る
当
時
の
日
本
の
統
治
権
力
に
関
す
る
認

識
は
、
そ
の
根
拠
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
第
三
に
、
主
権
概
念
が
本
来
的
に
も
っ
て
い
た
「
抗
議
性
」
の
「
復
権
」
を
見
通
し
て

み
た
い
。

（
一
）「
大
航
海
」
に
よ
る
人
民
主
権
「
思
想
」
の
「
流
入
」
可
能
性

　

副
題
に
示
し
た
と
お
り
、
本
稿
は
、「
近
代
法
」
の
再
考
の
た
め
の
一
方
法
と
し
て
、「
抗
議
性
」
を
含
意
す
る
人
民
主
権
の
原
理
上
の
淵

源
を
歴
史
的
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
突
き
止
め
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、第
一
に
提
示
さ
れ
る
べ
き
仮
説
は
、人
民
主
権
の
「
思

想
」が
、イ
ベ
リ
ア
本
国
は
も
と
よ
り
、太
平
洋
を
横
断
し
て
日
本
に
渡
来
し
た
南
蛮
人
宣
教
師
の
な
か
に
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

存
在
し
て
い
た
可
能
性
で
あ
る
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
太
平
洋
を
横
断
す
る
ス
ペ
イ
ン
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
人
の
往
来
は
、
た
と
え
ば
ス
ペ
イ
ン

の
ガ
レ
オ
ン
船
サ
ン
・
フ
ェ
リ
ペ
号
の
遭
難
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
南
米
の
ス
ペ
イ
ン
植
民
地
か
ら
日
本
に
や
っ
て
来
た
イ
ベ
リ
ア

諸
国
出
身
者
や
先
住
民
た
ち
の
存
在
を
大
い
に
推
定
さ
せ
る
。
布
教
の
た
め
に
大
航
海
に
乗
り
出
し
た
宣
教
師
や
ス
ペ
イ
ン
に
と
ど
ま
っ
た

宣
教
師
は
、
本
国
に
お
い
て
宣
教
師
と
し
て
養
成
さ
れ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
南
米
植
民
地
か
ら
ス
ペ
イ
ン
国
王
に
「
報

告
書
」
の
形
式
と
し
て
随
時
送
ら
れ
た
「
ク
ロ
ニ
カ
（crónica

）」
と
呼
ば
れ
る
年
代
記
と
同
時
に
、
日
本
に
や
っ
て
来
た
南
蛮
人
宣
教
師

た
ち
が
目
の
当
た
り
に
し
た
日
本
の
統
治
権
力
に
関
わ
る
現
実
認
識
が
重
要
に
な
る
。
も
し
、
こ
の
仮
説
を
実
証
し
う
る
史
実
の
構
成
が
可
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能
と
な
れ
ば
、
南
蛮
人
に
よ
っ
て
書
き
残
さ
れ
た
膨
大
な
キ
リ
シ
タ
ン
関
連
の
イ
ベ
リ
ア
文
書
の
潜
在
的
価
値
が
、
あ
ら
た
め
て
見
直
さ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
、
南
蛮
人
の
な
か
に
存
在
し
た
は
ず
の
人
民
主
権
に
関
す
る
「
思
想
」
の
痕
跡
と
、
そ
れ
が
布

教
活
動
の
な
か
で
当
時
の
日
本
人
に
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
を
見
つ
け
出
す
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
日
本
の
統
治
権
力
に
関
す
る
南
蛮
人
宣
教
師
の
認
識

　

一
五
世
紀
〜
一
八
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
の
国
家
体
制
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
、
大
航
海
時
代
の
「
近
代
」
形
成
の
意
味
を
再
定
位
し
、
日

本
に
お
け
る
人
民
主
権
「
思
想
」
の
「
伝
播
」
可
能
性
を
推
測
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
イ
ベ
リ
ア
本
国
は
五
〇
〇
年
に
わ
た
る
イ
ス

ラ
ム
の
支
配
を
脱
し
て
、
各
地
方
の
群
雄
割
拠
の
状
況
を
克
服
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
も
含
み
込
ん
だ
ス
ペ
イ
ン
が
よ
う
や
く
、
統
一
王
国

（M
onarquía de E

spaña

）
を
完
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
に
相
当
す
る
。
す
で
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
よ
る
航
海
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
展

開
し
つ
つ
あ
っ
た
「
大
航
海
」
が
、
ス
ペ
イ
ン
に
よ
っ
て
本
格
始
動
す
る
の
は
こ
の
時
期
で
あ
る
が
、
中
南
米
の
み
な
ら
ず
日
本
に
ま
で
到

達
す
る
そ
の
動
き
は
、「
太
陽
の
没
す
る
こ
と
な
き
帝
国
」
の
異
名
を
得
る
ま
で
に
な
る
。
統
一
王
国
内
の
法
制
度
の
実
体
は
、
統
一
の
後

も
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
に
分
割
さ
れ
た
各
地
方
の
王
国
（reino

）
に
固
有
の
法
が
効
力
を
も
ち
続
け
、
実
際
に
は
、
国
家
の
統
一
も
法
の
統

一
も
漸
次
的
な
も
の
で
あ
っ
た）

24
（

。

　

南
蛮
人
が
日
本
に
到
着
し
た
後
に
、
布
教
活
動
や
経
済
活
動
に
従
事
す
る
な
か
で
目
に
し
た
当
時
の
日
本
の
国
家
と
統
治
権
力
に
関
す
る

認
識
は）

25
（

、
彼
ら
が
生
き
た
国
家
や
法
制
度
の
現
実
に
規
定
さ
れ
な
い
は
ず
は
な
か
っ
た）

26
（

。
こ
の
点
を
、
彼
ら
が
書
き
残
し
た
書
簡
や
書
物
か

ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
「
ヤ
ポ
ン
」
あ
る
い
は
「
ハ
ポ
ン
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
当
時
の
日
本
は
、複
数
形
で
語
ら
れ
る
「
王

国
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
地
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
宗
教
者
で
は
な
く
商
人
で
あ
っ
た
南
蛮
人
（
ス
ペ
イ
ン
人
）
で
あ
っ
た
ア

ビ
ラ
・
ヒ
ロ
ン
（B

ernardino de A
vila G

irón

）R
elaçion del R

eyno del N
ippon a que llam

an corruptam
ente Jappon

（『
転
訛
し
て
ハ

ポ
ン
と
よ
ば
れ
て
い
る
日
本
王
国
に
関
す
る
報
告
』（
一
六
一
五
年）

27
（

） 

や
、
日
本
の
南
蛮
人
た
ち
の
報
告
や
記
録
か
ら
日
本
で
の
キ
リ
ス
ト
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教
迫
害
に
つ
い
て
ま
と
め
た
イ
エ
ズ
ス
会
修
道
士
ル
イ
ス
・

ピ
ニ
ェ
イ
ロ
（L

vys P
iñeyro

）
に
よ
っ
て
、
一
六
一
七

年
に
ス
ペ
イ
ン
で
執
筆
さ
れ
たR

elacion del svcesso que 

tvvo nuestra Santa Fe en los R
eynos del Iapon, desde el 

año de seyscientos y doze hasta el de seyscientos y quinze, 

Im
perando C

ubosam
a

）
28
（

（『
公
方
様
が
統
治
す
る
六
一
二
年

か
ら
六
一
五
年
ま
で
の
ヤ
ポ
ン
諸
王
国
に
お
け
る
我
ら
が
聖

な
る
信
仰
が
遭
遇
し
た
出
来
事
に
関
す
る
報
告
』（
以
下
、『
日

本
諸
王
国
殉
教
記）

29
（

』） 

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

「
国
王（R

ey

）」と「
皇
帝（E

m
perador

）」に
つ
い
て
は
、「
天

皇
」
が
「
国
王
」
と
、
時
に
は
「
大
名
」
が
「
国
王
」
と
記

さ
れ
は
す
る
も
の
の
、「
将
軍
」
を
「
皇
帝
」
と
同
義
に
見

て
い
た
点
は
共
通
し
て
い
る
。
ピ
ニ
ェ
イ
ロ
の
『
日
本
諸
王

国
殉
教
記
』
で
は
、「
家
康
」
は
「
皇
帝
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
南
蛮
人
に
と
っ
て
、
非
常
に
秩
序
立
っ
た
「
諸
王
国
」
か
ら
成
る
当
時

の
日
本
に
お
け
る
真
の
統
治
者
は
、
あ
く
ま
で
信
長
で
あ
り
秀
吉
で
あ
り
家
康
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
南
蛮
人
宣

教
師
に
よ
る
布
教
活
動
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
実
質
的
統
治
者
の
意
向
と
動
向
が
常
に
重
視
さ
れ
て
い
た
。

（
三
）
主
権
概
念
に
お
け
る
「
抗
議
性
」
の
「
復
権
」

　

最
後
に
、「
抵
抗
の
姿
勢
」
を
予
定
す
る
主
権
概
念
の
本
来
の
「
抗
議
性
」
と
関
わ
り
で
、
以
上
の
仮
説
を
提
示
で
き
る
根
拠
に
つ
い
て

ルイス・ピニェイロ『日本諸王国殉教記』（1617 年）
表紙
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述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
逆
に
、
日
本
側
に
お
け
る
対
照
的
な
事
情

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、
そ
の
た
め
の
有
効
な
素
材
の
一
つ
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

　

日
本
近
世
史
研
究
者
の
深
谷
克
己
氏
が
特
徴
づ
け
た
よ
う
に
、
戦
国
・
近
世
初
頭
の
「
イ
ベ
リ
ア
・
イ
ン
パ
ク
ト
」
の
時
代
に
お
い
て
は
、

秀
吉
の
伴
天
連
追
放
令
か
ら
徳
川
政
権
の
禁
教
政
策
へ
と
続
い
た
「
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
」
が
「
論
理
的
に
は
天
皇
に
も
将
軍
に
も
向
け
ら
れ
」

た
地
域
・
身
分
を
貫
く
も
の
だ
っ
た）

30
（

。あ
ま
り
に
も
よ
く
知
ら
れ
た
一
五
九
七
年
二
月
五
日
の
長
崎
・
西
坂
で
の
二
六
聖
人
の
殉
教
を
は
じ
め
、

そ
の
後
頻
発
す
る
大
規
模
な
殉
教
事
件
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
人
々
の
「
抵
抗
の
姿
勢
」
は
、ま
る
で
禁
教
政
策
の
「
徹
底
さ
」
や
「
過
酷
さ
」

に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。そ
の
規
模
の
大
き
さ
と
過
酷
さ
は
、ま
さ
に
ピ
ニ
ェ
イ
ロ
の
著
作
の
表
題
が
伝
え
る
と
お
り
の「
殉
教
記
」

と
し
て
の
執
筆
を
可
能
と
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
約
三
〇
〇
年
の
徳
川
の
治
世
を
経
て
、
幕
末
日
本
で
勃
発
す
る
「
隠
れ

キ
リ
シ
タ
ン
」
の
一
斉
検
挙
事
件
た
る
「
崩
れ
」
も
ま
た
、―
た
と
え
ば
、菩
薩
を
マ
リ
ア
像
に
見
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、あ
る
い
は
「
キ

リ
シ
タ
ン
墓）

31
（

」
の
よ
う
な
工
夫
に
よ
っ
て

―
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
て
信
仰
を
守
り
抜
い
た
膨
大
な
数
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
「
抵
抗
の
姿
勢
」

を
う
か
が
わ
せ
る
。
織
豊
時
代
か
ら
徳
川
時
代
に
か
け
て
の
権
力
の
総
本
山
と
も
言
え
る
尾
張
・
美
濃
に
お
い
て
で
さ
え
、
多
く
の
キ
リ
シ

タ
ン
を
生
み
出
し
た
地
と
い
う
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
も
あ
る
。
一
〇
〇
〇
人
を
超
し
た
「
濃
尾
崩
れ）

32
（

」
の
ほ
か
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

人
宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
（Luis Fróis

）
の
残
し
た
文
書
か
ら
は
、
尾
張
の
花
正
地
方
（
旧
愛
知
県
海
部
郡
美
和
町
で
現
在
の
あ
ま
市
）

に
洗
礼
名
を
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
と
称
す
る
尾
張
出
身
の
初
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
リ
ー
ダ
ー
が
、
布
教
活
動
や
洗
礼
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る）

33
（

。

　

三
河
も
例
外
で
は
な
い
。
愛
知
県
幡
豆
郡
幡
豆
町
の
出
身
で
デ
ィ
エ
ゴ
（D

iego

）
の
洗
礼
名
を
も
つ
小
笠
原
権
之
丞
と
称
す
る
大
名
が
、

実
は
家
康
の
隠
し
子
で
あ
っ
た
可
能
性
が
、
南
蛮
人
が
残
し
た
イ
ベ
リ
ア
文
書
と
日
本
側
の
文
書
の
双
方
で
確
認
で
き
る
。

　

前
者
に
関
し
て
は
、
ピ
ニ
ェ
イ
ロ
の
『
日
本
諸
王
国
殉
教
記
』
が
、
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い）

34
（

る）
35
（

。
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D
e los catorze caualleros de C

hristo ya referidos, el prim
ero, y m

as principal fue D
iego, que en Iapon se llam

aua G
onnojo, casado, de 

edad de veynte y quatro años, señor de vassallos, y de noble casa, y es tenido por m
uchos por hijo del m

ism
o E

m
perador : el qual 

siendo de diez y ocho años recibio el santo B
autism

o, y desde entonces viuio siem
pre con tanta entereza de vida, y pureza de conciencia, 

que afirm
a el Padre que le bautizò, y despues tratò siem

pre su alm
a, que en la lim

pieza della parecia vn A
ngel en la tierra, y en el trato, y 

conuersacion exterior, vn recogido, y com
puesto religioso.

﹇
翻
刻
お
よ
び
強
調
は
川
畑
、
翻
字
チ
ェ
ッ
ク
は
ア
ナ
・
ガ
ル
シ
ア
﹈

　

す
で
に
言
及
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
一
四
名
の
騎
士
の
な
か
で
第
一
に
触
れ
ら
れ
る
べ
き
主
要
な
人
物
が
デ
ィ
エ
ゴ
だ
っ
た
。
彼
は
ヤ
ポ
ン
﹇
日

本
﹈
で
は
権
之
丞
と
い
う
名
で
、
妻
帯
者
で
あ
り
、
年
齢
は
二
四
歳
、
家
臣
を
持
つ
大
名
で
あ
り
、
高
貴
な
家
柄
の
出
で
あ
っ
た
ほ
か
、
多
く
の

者
た
ち
か
ら
皇
帝
自
身
の
子
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
一
八
歳
で
聖
な
る
洗
礼
を
受
け
、
以
来
常
に
規
律
正
し
い
生
活
と
純
粋
な
精
神

で
日
々
を
送
っ
た
。
彼
に
洗
礼
を
授
け
た
神
父
が
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
常
に
自
ら
の
魂
を
落
ち
着
か
せ
、
魂
の
純
粋
さ
に
お

い
て
は
ま
る
で
地
上
の
天
使
の
ご
と
く
、他
人
へ
の
接
し
方
と
や
り
取
り
に
お
い
て
は
、修
道
院
に
暮
ら
す
清
廉
な
宗
教
者
の
よ
う
で
あ
っ
た
。﹇
翻

訳
お
よ
び
傍
線
は
川
畑
﹈

　

日
本
側
の
史
料
と
し
て
は
、
一
六
七
八
年
（
延
宝
四
年
）
の
『
御
降
誕
考
』
に
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

權
之
丞
殿
誕
生
の
御
事
不
分
明
、
公
○
家
康

御
本
妻
被
召
仕
大
さ
い
小
さ
い
と
云

女
房
達
二
人
あ
り
、
大
さ
い
公
御
子
懷
妊
、
御
本
妻
深
く
御
隱
密
、

其
節
小
笠
原
越
中
守
○
廣
朝

と
い
ふ
人
歷
々
之
者
本
妻
死
去
、
幸
と
有

、
大
妻
越
中
守
方
へ
被
遣
、
越
中
守

誕
生
ゆ
へ
、
小
笠
原
權
之
丞
殿
と

號
、
越
中
守
吉
利

丹
ゆ
え
改
易
、
權
之
丞
殿
も
共

牢
人
、
上
方

被
居
候
節
、
甲
州
の
者

西
鄕
惣
右
衛
門
と
い
う
も
の
有
之
、
公
被
召
仕

候
所

、
吉
利

丹
ゆ
え
越
中
守
同
前
改
易
、
上
方

有
之
、
越
中
守
同
宗
旨
故

、
權
之
丞
殿
と
上
方

て
入
魂
、
惣
右
衛
門
大
坂
籠
、
權
之

丞
殿
も
大
坂
へ
被
籠
、
於
大
坂
權
之
丞
殿
、
公
御
子
無
（
衍
カ
）之
由
風
聞
、
三
十
騎

と
預
り
被
差
置
候
と
き
、
冬
陣
中
こ
ゝ
か

こ

の
様
子
、

大
坂

て

目

立
候
つ
る
よ

、
夏
御
陣
五
月
七
日
、
天
王
寺
表
へ
被
出
候
節
、
權
之
丞
殿
存

者
と
も
、
天
王
寺
表
之
體

見
さ
た
め
、
權
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之
丞
殿
被
出
候

、
其
方
義

少
し
も
く
る

る

き

旨
雖
諫
申
、
權
之
丞
殿
、
我
雖
不
知
、
公
の
子
と
風
聞

、

…
…
（
以
下
略
）
…
…（『

御
降
誕
考
』
○
阪
役
叢
話
八
十
五
所
収）

36
（

）

　

権
力
中
枢
部
に
ま
で
キ
リ
シ
タ
ン
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
示

す
記
録
で
あ
り
、「
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
」
の
「
徹
底
ぶ
り
」
を
裏

づ
け
る
一
助
に
は
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、
キ
リ
ス
ト

教
の
教
え
そ
の
も
の
が
「
抵
抗
の
姿
勢
」
を
核
心
と
し
て
内
包
す

る
も
の
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、布
教
を
通
じ
て
「
人
民
主
権
」
の
「
思

想
」
が
伝
播
し
て
い
た
可
能
性
は
容
易
に
は
否
定
し
難
い
。
こ
の

仮
説
に
立
て
ば
、「
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
」
の
「
過
酷
さ
」
と
「
隠

れ
キ
リ
シ
タ
ン
」
の
「
規
模
の
大
き
さ
」
を
よ
り
整
合
的
に
説
明

で
き
る
だ
ろ
う
。

　
「
人
民
主
権
」
原
理
の
原
意
と
そ
の
伝
播
経
路
を
、日
本
の
《
外
》

に
目
を
向
け
な
が
ら
、
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
具
体
的
に
は
、

「
人
間
性
疎
外
の
告
発
」
や
「
抵
抗
の
姿
勢
」
の
形
態
と
し
て
存

在
し
て
い
た
と
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
か
ら

照
射
さ
れ
る
よ
り
重
要
な
事
実
は
、
君
主
や
皇
帝
に
よ
っ
て
体
現

さ
れ
て
い
た
統
治
権
力
と
人
民
と
の
恒
常
的
対
抗

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
、
い
わ

ルイス・ピニェイロ『日本諸王国殉教記』（1617 年）右頁に、小笠原権之丞が皇帝（家康）
の子であった可能性に言及する本文抜粋の記述が見られる。
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ば
「
当
た
り
前
」
で
あ
る
は
ず
の
論
理
的
関
係
性
で
あ
る
。

　
「
主
権
」
に
お
け
る
「
抗
議
性
」
の
実
質
は
、「
対
抗
関
係
」
に
お
け
る
「
抵
抗
の
姿
勢
」
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
て
い
く
の
だ
と
す
れ
ば
、我
々

と
異
な
る「
特
別
な
身
分
の
存
在
」を
当
た
り
前
の
よ
う
に
受
容
す
る
現
在
の
象
徴
天
皇
制
の
下
で
の
現
実
と
、政
治
家
へ
の「
期
待
」と「
苛

立
ち
」
を
極
端
な
か
た
ち
で
表
出
す
る
議
院
内
閣
制
の
下
で
の
現
実
を
前
に
、
求
め
ら
れ
る
の
は
、
社
会
学
者
の
見
田
宗
介
氏
が
比
較
の
手

法
に
つ
い
て
述
べ
る
〈
自
明
性
の
罠
か
ら
の
解
放）

37
（

〉
の
自
覚
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
実
に
ヨ
ン
パ
ル
ト
氏
が
述
べ
て
い
た
「
人
民

主
権
論
は
、
解
決
済
み
の
命
題
で
あ
る
と
は
、
ま
だ
い
え
な
い）

38
（

」
状
況
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

注

（
1
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
ダ
グ
ラ
ス
・
ラ
ミ
ス
『
憲
法
は
、
政
府
に
対
す
る
命
令
で
あ
る
。』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
2
） 

文
部
省
編
『
あ
ら
た
し
い
憲
法
の
は
な
し
』（
東
京
出
版
、一
九
九
五
年
）、二
三
頁
。
こ
れ
と
併
せ
て
、「
未
発
表
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

一
九
八
九
年
の
丸
山
眞
男
」

『
す
ば
る
』（
集
英
社
、
二
〇
一
三
年
二
月
号
）
も
参
照
。

（
3
） 

ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
／
桑
原
武
夫
著
『
人
民
主
権
思
想
の
原
点
と
そ
の
展
開

―
ス
ア
レ
ス
の
契
約
論
を
中
心
と
し
て
』（
成
文
堂
、一
九
八
五
年
）、一
頁
。

（
4
） 

管
見
の
か
ぎ
り
、
本
書
に
関
す
る
書
評
は
、
次
の
二
つ
の
み
で
あ
る
。
長
尾
龍
一
「
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
・
桑
原
武
夫
著
『
人
民
主
権
思
想
の
原
点
と

そ
の
展
開
―
ス
ア
レ
ス
の
契
約
論
を
中
心
と
し
て
―
』（
成
文
堂
、
一
九
八
五
年
）」
日
本
法
哲
学
学
会
編
『
法
哲
学
年
報
』（
一
九
八
六
年
）、
一
三
一
〜

一
三
七
頁
、
お
よ
び
大
木
雅
夫
「
書
評 

人
民
の
思
想
と
し
て
の
人
民
主
権
論 

ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト 

桑
原
武
夫
著
『
人
民
主
権
思
想
の
原
点
と
そ
の
展
開
―

ス
ア
レ
ス
の
契
約
論
を
中
心
と
し
て
―
』（
成
文
堂
、
昭
和
六
一
年
）」
上
智
大
学
『
ソ
フ
ィ
ア
』
三
五
巻
二
号
（
一
九
八
六
年
夏
季
）、一
一
二
〜
一
一
五
頁
。

（
5
） 

こ
の
点
は
、
近
年
、
日
本
近
世
に
お
け
る
「
イ
ベ
リ
ア
・
イ
ン
パ
ク
ト
」
の
影
響
に
あ
ら
た
め
て
注
意
が
向
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
日
本
史
学
の
状
況
と
は
対

照
的
で
あ
る
。
最
近
の
も
の
と
し
て
、
深
谷
克
己
『
東
ア
ジ
ア
法
文
明
圏
の
中
の
日
本
史
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
6
） 

こ
の
点
を
、ペ
ル
ー
日
本
人
移
民
と
日
系
社
会
を
素
材
に
天
皇
制
論
と
し
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、川
畑
博
昭
「『
国
境
』
に
お
け
る
天
皇
制
―
ペ
ル
ー
『
日

系
』
概
念
か
ら
の
皇
室
の
『
国
際
親
善
』」
上
川
通
夫
・
愛
知
県
立
大
学
日
本
文
化
学
部
歴
史
文
化
学
科
編
『
国
境
の
歴
史
文
化
』（
清
文
堂
、二
〇
一
一
年
）、

特
に
八
〜
一
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
（
な
お
同
論
文
は
、「
比
較
憲
法
学
か
ら
み
た
『
天
皇
制
国
民
主
権
』
の
課
題
―
『
血
の
結
合
』
か
ら
『
地
の
結
合
』
へ
―
」
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と
改
題
し
、
必
要
最
小
限
の
補
訂
を
お
こ
な
い
、
川
畑
博
昭
『
共
和
制
憲
法
原
理
の
な
か
の
大
統
領
中
心
主
義

―
ペ
ル
ー
に
お
け
る
そ
の
限
界
と
可
能
性
』

（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）、
終
章
補
節
と
し
て
再
録
）。

（
7
） 
近
年
の
日
本
の
憲
法
学
に
お
け
る
主
権
論
の
状
況
を
描
く
も
の
と
し
て
、
参
照
、
辻
村
み
よ
子
「
国
民
主
権

―
国
民
主
権
「
論
」
の
停
滞
は
必
然
か
」

辻
村
み
よ
子
・
長
谷
部
恭
男
編
『
憲
法
理
論
の
再
創
造
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
一
〇
九
〜
一
二
二
頁
）。

 

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
か
ら
こ
そ
、「
人
々
」
が
「
抵
抗
」
し
「
抗
議
」
す
る
側
面
を
重
視
す
る
本
稿
で
は
、
以
下
、
特
に
「
国
民
」、「
人
民
」、「
市
民
」

を
区
別
せ
ず
に
も
ち
い
る
。

（
8
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
本
秀
紀
『
政
治
的
公
共
圏
の
憲
法
理
論
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
）。
な
お
、「
主
権
論
の
レ
ゾ
ン
・
デ
ー
ト
ル
、

ま
た
は
成
立
可
能
性
に
つ
い
て
」
論
じ
る
同
書
の
「
附
論
」（
初
出
は
、
本
秀
紀
「
書
評 

辻
村
み
よ
子
著
『
市
民
主
権
の
可
能
性

―
二
一
世
紀
の
憲
法
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』（
有
信
堂
、
二
〇
〇
二
年
）」
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
憲
法
理
論
草
書
⑪　

憲
法
と
自
治
』（
敬
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）、

二
四
三
〜
二
四
七
頁
所
収
）
は
、
現
在
の
日
本
の
主
権
論
を
考
え
る
う
え
で
、
繰
り
返
し
参
照
さ
れ
て
よ
い
。

（
9
） 

日
本
近
世
史
研
究
者
の
深
谷
克
己
氏
が
言
う
「
イ
ベ
リ
ア
・
イ
ン
パ
ク
ト
」
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
深
谷
、
前
掲
書
、
特
に
一
〇
〇

頁
以
下
の
第
四
章
を
参
照
。

（
10
） 

次
項
で
扱
う
よ
う
に
、
本
稿
で
は
ペ
ル
ー
を
対
象
と
す
る
。
そ
れ
は
中
南
米
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
語
圏
の
国
々
で
は
最
大
規
模
の
日
系
社
会
を
擁
す
る

と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、「
人
民
主
権
」
思
想
の
萌
芽
は
、
こ
の
地
で
布
教
活
動
と
先
住
民
用
語
に
あ
た
っ
た
宣
教
師
た
ち
か
ら
提
唱
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
典
型
が
、
世
界
的
に
よ
く
知
ら
れ
た
バ
ル
ト
ロ
メ
・
デ
・
ラ
ス
・
カ
サ
ス
（B

artolom
é de las C

asas

）
で
あ
る
。
法
や

統
治
に
関
す
る
彼
の
思
想
に
つ
い
て
は
、B

artolom
é de las C

asas, D
e regia potestate o derecho de autodeterm

inación, E
dición crítica bilingüe por 

Luciano Pereña, J. M
. Perez – P

rendes V
idal A

bril y Joaquín A
zcarraga, C

onsejo Superior de Investigaciones C
ientíficas, M

adrid, 1984

を
参
照
。

併
せ
て
、B

enjam
in K

een, “T
he L

egacy of B
artolom

é de L
as C

asas”, in E
ssays in the Intellectual H

istory of C
olonial L

atin A
m

erica, W
estview

 

P
ress, 1998, pp. 55

―69

の
ほ
か
、
染
田
秀
藤
『
ラ
ス
・
カ
サ
ス
伝

―
新
世
界
征
服
の
審
問
者

―
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）、
同
『
ラ
ス
＝
カ
サ
ス
』

（
清
水
書
院
、
一
九
九
七
年
）
も
参
照
。

（
11
） 

こ
う
し
た
問
題
の
立
て
方
か
ら
す
れ
ば
、
ヨ
ン
パ
ル
ト
氏
の
仕
事
は
、「
人
民
主
権
」
が
伝
播
す
る
異
な
る
史
的
展
開
の
実
相
を
示
唆
す
る
も
の
だ
っ
た

と
の
再
評
価
が
可
能
に
な
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
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（
12
） 

同
じ
「
近
代
憲
法
の
空
間
」
と
は
い
え
、
日
本
の
憲
法
学
に
お
い
て
は
、「
典
憲
体
制
」
を
基
軸
と
し
た
大
日
本
帝
国
憲
法
を
「
外
見
的
立
憲
主
義
」
と

位
置
づ
け
、「
人
類
普
遍
の
原
理
」
を
謳
っ
た
日
本
国
憲
法
の
立
憲
主
義
と
対
置
さ
せ
る
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
。

（
13
） 
こ
れ
は
、深
谷
氏
が
言
う
「
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
」
で
あ
る
が
（
深
谷
、前
掲
書
、特
に
八
八
〜
八
九
頁
お
よ
び
二
五
三
頁
以
下
）、そ
れ
以
前
の
「
前

近
代
」
の
法
の
歴
史
は
、「
実
定
法
学
」
で
は
な
く
「
基
礎
法
学
」
の
領
域
に
分
類
さ
れ
る
「
法
史
学
」
の
課
題
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、参
照
、

樋
口
陽
一
『
憲
法
と
い
う
作
為　
「
人
」
と
「
市
民
」
の
連
関
と
緊
張
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）、
二
〇
七
頁
以
下
。

（
14
） 

こ
の
用
語
を
最
初
に
用
い
た
増
田
義
郎
氏
は
、
そ
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
、「
…
…
そ
れ
ま
で
の
『
大
発
見
時
代
』『
地
理
学
上
の
発
見
の
時
代
』
な
ど
の

呼
称
が
、西
欧
人
の
立
場
を
前
提
に
し
て
い
る
と
考
え
て
、な
ん
と
か
新
し
い
視
角
を
も
ち
た
い
と
お
も
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
。
増
田
義
郎
『
図

説 

大
航
海
時
代
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
一
〇
頁
。

（
15
） 

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
参
照
、
辻
豊
治
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
国
家
と
そ
の
危
機
」
本
村
靖
治
他
編
『
現
代
国
家
の
正
統
性
と
危
機
』（
山
川
出
版
社
、

二
〇
〇
〇
年
）、
二
〇
〇
頁
以
下
、
併
せ
て
、
増
田
義
郎
『
物
語
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ　

未
来
の
大
陸
』（
中
公
新
書
、
一
九
九
八
年
）、
一
二
一
〜
一
二
七
頁
。

（
16
） 

ヨ
ン
パ
ル
ト
／
桑
原
、
前
掲
書
、
三
六
〜
七
一
頁
。

（
17
） 

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
三
〇
日
か
ら
一
一
月
一
日
に
三
三
一
三
人
を
対
象
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
世
論
調
査
部
と
報
道
局
社
会
部
が
天
皇
即
位
二
〇
年
を
機
に
行
っ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
調
査
結
果
お
よ
び
分
析
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
加
藤
元
宣
「
平
成
の
皇
室
観
〜
『
即
位
二
〇
年　

皇
室
に
関
す
る
意
識
調
査
か
ら
〜
』」

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
編
『
放
送
研
究
と
調
査
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
一
〇
年
二
月
号
）、
二
〇
〜
二
七
頁
）。

（
18
） 

ペ
ル
ー
共
和
国
史
に
お
け
る
「
共
和
国
大
統
領
」
の
導
入
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
川
畑
、
前
掲
書
、
第
一
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
19
） 

二
〇
一
一
年
六
月
一
四
日
、
当
時
の
ガ
ル
シ
ア
・
ペ
ル
ー
共
和
国
大
統
領
は
ペ
ル
ー
政
府
と
し
て
初
め
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
日
本
人
お
よ
び
日
系

人
排
斥
の
措
置
を
正
式
に
謝
罪
し
た
（
二
〇
一
一
年
六
月
一
六
日
付
『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
）。

（
20
） 「
ハ
ポ
ン
」
と
は
現
在
の
ス
ペ
イ
ン
（
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
）
語
で
「
日
本
」
の
意
。

（
21
） 

以
上
は
、
自
ら
日
系
ペ
ル
ー
人
で
あ
り
、
一
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
る
日
本
人
移
民
史
を
鳥
瞰
し
た
ア
レ
ハ
ン
ド
ロ
・
サ
ク
ダ
氏
の
次
の
研
究
成
果
に
依
っ

て
い
る
。A

lejandro Sakuda, E
l futuro era el Perú: C

ien años o m
ás de Inm

igración Japonesa, L
im

a, E
sicos, 1999, pp. 10

―13.

 

　

念
の
た
め
に
付
言
す
れ
ば
、
こ
の
時
代
に
ペ
ル
ー
に
い
た
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
を
、
ス
ペ
イ
ン
本
土
出
身
者
で
あ
れ
ば
「
ペ
ニ
ン
ス
ラ
ー
ル
（peninsular

）」

（
現
地
生
ま
れ
の
ス
ペ
イ
ン
人
で
あ
れ
ば
「
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
（criollo

）」）
と
呼
ぶ
が
、
日
本
で
は
彼
ら
の
こ
と
を
「
南
蛮
人
」
と
総
称
し
た
。
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（
22
） 

こ
の
デ
・
ビ
ベ
ロ
船
長
は
家
康
に
接
遇
さ
れ
、
南
蛮
貿
易
の
話
を
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
日
メ
キ
シ
コ
友
好
四
〇
〇
年
記
念
行
事
と
し

て
作
成
さ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
難
破
船
の
残
し
た
友
情
』
を
参
照
。

 
　

ま
た
、
松
田
毅
一
監
訳
『
一
六
・
七
世
紀
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
集
』（
第
Ⅱ
期
第
一
巻
一
六
〇
五
年
―
一
六
一
二
年
）、（
同
明
社
、
一
九
九
〇
年
）
所
収

の
「
一
六
一
三
年
一
月
一
二
日
付
、
長
崎
発
信
、
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
ゥ
リ
ー
ゲ
ス
・
ジ
ラ
ン
の
イ
エ
ズ
ス
会
総
長
宛
、
一
六
一
二
年
度
、
日
本
年
報
（
ロ
ー

マ
版
、
三
〜
一
六
二
頁
）」
の
な
か
に
、「
そ
う
こ
う
し
て
い
る
間
に
、
江
戸
か
ら
ノ
ヴ
ァ
・
エ
ス
パ
ー
ニ
ャ
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
「
新
た
な
ス
ペ
イ
ン
＝
メ

キ
シ
コ
」
の
意

―
引
用
者
注
）
に
向
け
て
一
隻
の
船
が
出
航
し
た
」
と
の
記
述
が
あ
り
（
三
七
七
頁
）、
一
六
一
三
年
の
時
点
で
は
、
す
で
に
日
本
と
メ

キ
シ
コ
と
の
間
で
の
往
来
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
併
せ
て
、
増
田
、
前
掲
書
、
八
八
〜
九
一
頁
も
参
照
。

（
23
） 

ヨ
ン
パ
ル
ト
／
桑
原
、
前
掲
書
、
四
八
頁
以
下
で
扱
わ
れ
る
の
は
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
バ
ス
ケ
ス
（Fernando V

ázquez de M
enchaca

：
一
五
一
二

年
〜
一
五
六
九
年
）、
バ
ル
ト
ロ
メ
・
デ
・
ラ
ス
・
カ
サ
ス
（
一
四
七
四
年
〜
一
五
六
六
年
）、
フ
ラ
イ
・
ル
イ
ス
・
デ
・
レ
オ
ン
（Fray Luis de L

eón

：

一
五
二
七
年
〜
一
五
九
一
年
）、
ペ
ド
ロ
・
デ
・
ア
ラ
ゴ
ン
（Pedro de A

ragón

：
一
五
四
五
／
六
年
〜
一
五
九
二
年
）
の
四
名
で
あ
る
。
フ
ラ
イ
・
ル
イ
ス
・

レ
オ
ン
に
関
し
て
は
、
参
照
、Fray Luis de L

eón, D
e L

egibus ó Tratado de L
as L

eyes 1571, Introducción y E
dición crítica bilingüe por Luciano 

Pereña, M
adrid, 1963

。

（
24
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
山
田
信
彦
『
ス
ペ
イ
ン
法
の
歴
史
』（
彩
流
社
、
一
九
九
二
年
）、
二
一
〇
〜
二
一
一
頁
。

（
25
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。R

ie A
rim

ura, “L
as m

isiones católicas en Japón (1549

―1639) análisis de las fuentes y tendencias historio-

gráficas”, en Facltad de Filosofía y L
etras de la U

niversidad N
acional A

utónom
a de M

éxico, A
nálisis del Instituto de Investigaciones E

státicas, 

Vol. X
X

X
III, N

úm
. 98, 2011, pp. 55

―106.

（
26
） 

こ
の
点
に
関
す
る
重
要
な
研
究
と
し
て
、松
本
和
也
「
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
権
力
者
認
識
と
国
家
認
識
」『
日
本
歴
史
』
第
六
五
五
号
（
二
〇
〇
二
年
）、

五
八
〜
七
四
頁
、
同
「
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
の
天
皇
・
将
軍
認
識
」『
歴
史
学
研
究
』
七
九
七
号
（
二
〇
〇
五
年
）、
三
五
〜
四
四
お
よ
び
六
〇
頁
。

（
27
） B

ernardino de A
vila G

irón, R
elaçion del R

eyno del N
ippon a que llam

an corruptam
ente Jappon, (1615)

〔
一
六
一
五
年
写
本
E
、
全
体
二
二
・
四

㌢
×
一
六
・
三
㌢
、
文
書
部
分
二
一
・
四
㌢
×
一
五
・
七
㌢
、
中
国
製
紙
使
用
、
マ
ド
リ
ッ
ド
・
エ
ル
・
エ
ス
コ
リ
ア
ル
図
書
館
所
蔵
〕〔
ア
ビ
ラ
・
ヒ
ロ

ン
（
佐
久
間
正
ほ
か
訳
注
）『
日
本
王
国
記
』
大
航
海
時
代
叢
書
XI
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）〕。
筆
者
の
手
元
に
あ
る
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
・
エ
ル
・
エ

ス
コ
リ
ア
ル
図
書
館
か
ら
電
子
デ
ー
タ
で
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
「
ス
ペ
イ
ン
国
有
財
産
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
併
せ
て
、
大
航
海
時
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代
の
戦
国
愛
知
研
究
会
（
愛
知
県
立
大
学
）
編
『
大
航
海
時
代
の
戦
国
あ
い
ち　

十
六
世
紀
前
後
の
日
欧
史
料
か
ら
』（
愛
知
県
陶
磁
資
料
館
企
画
展
「
戦

国
の
あ
い
ち　

信
長
の
見
た
城
館
・
陶
磁
・
世
界
」
第
三
展
示
部
門
冊
子
）、
二
二
〜
二
四
頁
も
参
照

（
28
） 
天
皇
が“E

m
perador”

と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
権
力
状
況
と
突
き
合
わ
せ
た
、
さ
ら
な
る
史
料
研
究
が
必

要
で
あ
る
。

（
29
） L

vys P
iñeyro, R

elacion del svcesso que tvvo nuestra Santa Fe en los R
eynos del Iapon, desde el año de seyscientos y doze hasta el de seyscientos y 

quinze, Im
perando C

ubosam
a, Por la viuda de A

lonso M
artin de B

alboa, M
adrid, 1617.  

筆
者
の
手
元
に
あ
る
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
・
デ
ス
カ
ル
サ
ス
・

レ
ア
レ
ス
修
道
院
（M

onasterio de las D
escalzas R

eales, E
spaña

）
か
ら
提
供
さ
れ
た
縦
二
七
㌢
、
横
二
〇
㌢
、
五
一
六
頁
か
ら
成
る
原
本
の
写
し
（
電

子
デ
ー
タ
）
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
「
ス
ペ
イ
ン
国
有
財
産
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（
30
） 

深
谷
、
前
掲
書
、
一
〇
〇
〜
一
〇
六
頁
。

（
31
） 

こ
れ
は
、
二
〇
一
二
年
九
月
一
〇
日
付
『
新
聞
記
事
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

（
32
） 

片
岡
弥
吉
『
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
殉
教
史
』（
智
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）、
三
七
五
〜
三
七
六
頁
。

（
33
） “C

arta do padre Luis Frõis pera o padre Francisco C
abral do M

iàco vinte de A
bril de 73”, pp. 339v

―340, em
 C

artas que os padres e irm
ãos da 

C
om

panhia de Iesus escreuerão dos R
eynos de Iapão &

 C
hina aos da m

esm
a C

om
panhia da India, &

 E
uropa, desdo anno de 1549 atè o de 1580, 

P
rim

eiro tom
o, L

ivro quarto das cartas de Iapão
（「
フ
ロ
イ
ス
が
ミ
ヤ
コ
（
都
）
か
ら
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ
ラ
ル
神
父
に
宛
て
た
一
五
七
三
年
四
月

二
〇
日
付
書
簡
」『
一
五
四
九
年
か
ら
一
五
八
〇
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
が
日
本
お
よ
び
中
国
の
王
国
に
関
し
て
イ
ン
ド
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
同
会
に

宛
て
た
書
簡
集
』
所
収
）、
な
お
、
同
書
簡
は
、
筆
者
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
コ
イ
ン
ブ
ラ
大
学
図
書
館
か
ら
電
子
デ
ー
タ
で
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
縦

二
八
㌢
×
横
二
一
㌢
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
併
せ
て
、
大
航
海
時
代
の
戦
国
愛
知
研
究
会
（
愛
知
県
立
大
学
）
編
、
前
掲
書
、
二
五
〜

二
七
頁
を
参
照
。

（
34
） L

vys P
iñeyro, op. cit., p. 29.

（
35
） 

な
お
「
小
笠
原
デ
ィ
エ
ゴ
」
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
ゥ
リ
ー
ゲ
ス
・
ジ
ラ
ン
、
前
掲
日
本
年
報
（
松
田
毅
一
監
訳
、
前
掲
書
所
収
）
で
も
言
及

さ
れ
て
お
り
（
三
七
四
〜
三
七
七
頁
）、
こ
の
文
書
に
は
、
ピ
ニ
ェ
イ
ロ
の
『
日
本
諸
王
国
殉
教
記
』
の
基
と
な
っ
た
と
推
測
す
る
に
足
る
記
述
も
散
見
さ

れ
る
（
た
だ
し
、
こ
こ
に
は
「
公
方
・
家
康
の
隠
し
子
で
あ
っ
た
」
と
い
う
趣
旨
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
）。「
小
笠
原
権
之
丞
」
に
つ
い
て
は
、
中
島
次
太
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郎
『
徳
川
家
臣
団
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）、
三
三
八
頁
お
よ
び
四
四
〇
頁
以
下
の
補
遺
の
ほ
か
、
小
林
輝
久
彦
「
小
笠
原
権
之
丞
の
生
涯 

徳
川
家
康
の
子
と
い
う
謎
の
武
将
の
数
奇
な
運
命
」『
歴
史
研
究
』、
四
七
三
号
（
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
）、
五
四
〜
六
一
頁
も
参
照
。

（
36
） 
東
京
帝
國
大
學
編
『
大
日
本
史
料
』
第
一
二
編
之
十
九
（
東
京
帝
國
大
学
蔵
版
）（
東
京
帝
國
大
学
文
化
大
學
史
料
編
纂
掛
編
纂
、
一
九
一
七
年
）、

九
七
五
〜
九
七
六
頁
。

（
37
） 

見
田
宗
介
「
鏡
の
中
の
現
代
社
会

―
旅
の
ノ
ー
ト
か
ら
」『
定
本 

見
田
宗
介
著
作
集　

第
Ⅱ
巻　

現
代
社
会
の
比
較
社
会
学
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
二
年
）、
二
頁
。

（
38
） 

ヨ
ン
パ
ル
ト
／
桑
原
、
前
掲
書
、
二
二
七
頁
。


